
           

平
成
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一
月
定
例
会
（
十
一
月
十
六
日
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長 
野 
広 
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連 
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会 
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議 

録 
     



 1 

長 

野 

広 

域 

連 

合 

議 

会 



 2 

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日
（
火
曜
日
） 

出 
席 

議 

員 

（
四
十
二
名
） 

第   
一     

番 
 
 
 
 
 
 

太 

田  

和 

男 

君 
第   
二     

番 
 
 
 
 
 
 

寺 

澤 

和 

男 

君 

第   
三     
番 

 
 
 
 
 
 

若 

林 

清 

美 

君 

第   

四     
番 

 
 
 
 
 
 

山 

田 

千
代
子 

君 

第   

五     

番 
 
 
 
 
 
 

三 

井 

経 

光  

君 

第   

六     

番 
 
 
 
 
 
 

加 

藤 

吉 

郎  

君 

第   

七     

番 
 
 
 
 
 
 

小 

林 

義 

和  

君 

第   

八     

番 
 
 
 
 
 
 

原 

田 

誠 

之  

君 

第 
 

九 
 

 

番 
 
 
 
 
 
 

伊 
藤 

治 

通 

君 

第  

十    

番 
 
 
 
 
 
 

小 

林 
秀 

子  

君 

第 

十
一   

番 
 
 
 
 
 
 

石 

坂 

郁 
雄  
君 

第 

十
二   

番 
 
 
 
 
 
 

松 

木 

茂 

盛  
君 

第 

十
三   

番 
 
 
 
 
 
 

植 

木 

新 

一  
君 

第 

十
四   

番 
 
 
 
 
 
 

北 

澤 

正 

啓  

君 

第 

十
五   

番         
 

  

古 

谷 

秀 

夫  

君 

第 

十
七   

番 
 
 
 
 
 
 

田 

沢 

佑 

一 

君 

第 

十
九 
 

番 
 
 
 
 
 
 

中 

澤 

義 

忠 

君 

第 

二
十 

 

番 
 
 
 
 
 
 

吉 

田 

一 

人  

君 

第 

二
十
一 

番 
 
 
 
 
 
 

関 
 
 

正 

義 

君 

第 

二
十
二 

番 
 
 
 
 
 
 

安 

島 

ふ
み
子 

君 

第 

二
十
三 

番 
 
 
 
 
 
 

涌 

井 

喜 

久  

君 

   

第 

二
十
四 

番 
 
 
 
 
 
 

池 

田 
 
 

哲  

君 
   

第 

二
十
五 

番 
 
 
 
 
 
 

藤 

沢 

勝 

義 

君 
   

第 

二
十
六 

番 
 
 
 
 
 
 

涌 

井 

富 

生  

君 
   

第 

二
十
七 

番 
 
 
 
 
 
 

西 

沢 

秀 

明 

君 
   

第 

二
十
八 

番 
 
 
 
 
 
 

清 

水 

昇 

二 

君 
   

第 

二
十
九 

番 
 
 
 
 
 
 

須 

田 

幸 

宏  

君 

第 

三
十 

 

番 
 
 
 
 
 
 

近 

藤 

政 

雄  

君 
  

第 

三
十
一 

番     
 

      

土 

屋  

博 

志  

君 
   

第 

三
十
二 

番 
 
 
 
 
 
 

峯 

村 
 
 

勉 

君 
   

第 

三
十
三 

番 
 
 
 
 
 
 

丸 

山 

憲 

夫 

君 

第 

三
十
四 

番 
 
 
 
 
 
 

廣 

田 

俊 

博  

君 
   

第 

三
十
五 

番 
 
 
 
 
 
 

村 

松 

好 

恩  

君 
   

第 

三
十
六 

番 
 
 
 
 
 
 

渡 

邉 

健 

治  

君 
   

第 

三
十
七 

番 
 
 
 
 
 
 

宮 

下 

愼 

平  

君 
   

第 

三
十
八 

番 
 
 
 
 
 
 

山 

口 

性 

太 

君 

第 

三
十
九 

番 
 
 
 
 
 
 

徳 

竹 

一 

男  

君 
   

第 

四
十 

 

番 
 
 
 
 
 
 

徳 

嵩 

周 

二  

君 
 
 

第 

四
十
一 

番 
 
 
 
 
 
 

大
日
方 

茂 

木  

君 
   

第 

四
十
二 

番 
 
 
 
 
 
 

清 

水 

勝 

義  

君 
    

第 

四
十
三 

番 
 
 
 
 
 
 

久
保
田 

良 

一 

君 

第 

四
十
四 

番 
 
 
 
 
 
 

山
野
井 

勇 

二  

君 
 
 

 
 



 3 

説
明
の
た
め
会
議
に
出
席
し
た
理
事
者 

広
域
連
合
長
（
長
野
市
長
） 

 
 

鷲 

澤 

正 

一  

君 
助 

 
 
 
 

役 
 
 
 
 
 
 

市  

川 
 
 

衛  

君 
収 

 
入 

 

役 
 
 
 
 
 
 

伊 

藤 

克 

昭  

君 

副
広
域
連
合
長
（
須
坂
市
長
） 

 

三 

木 

正 

夫 

君 

副
広
域
連
合
長
（
千
曲
市
長
） 

 

宮 

坂 

博 

敏 

君 

副
広
域
連
合
長
（
大
岡
村
長
） 

 

大 

平 

嘉
久
雄 

君 

副
広
域
連
合
長
（
小
布
施
町
長
） 

唐 

沢 

彦 

三 

君 

副
広
域
連
合
長
（
高
山
村
長
） 

 

久
保
田 

勝 

士 

君 

副
広
域
連
合
長
（
信
州
新
町
長
） 
中 

村 
 
 

靖 

君 

副
広
域
連
合
長
（
豊
野
町
長
） 

 

萩 
原 

秋 

夫 

君 

副
広
域
連
合
長
（
信
濃
町
長
） 

 

服 

部 
 
 

洋 

君 

副
広
域
連
合
長
（
牟
礼
村
長
） 

 

遠 

山 

秀 
吉 

君 

副
広
域
連
合
長
（
三
水
村
長
） 

 

小 

栁 

伸 

一 
君 

副
広
域
連
合
長
（
戸
隠
村
長
） 
 

横 

川 

欣 

一 

君 

副
広
域
連
合
長
（
鬼
無
里
村
長
） 

風 

間 

俊 

宣 

君 

副
広
域
連
合
長
（
小
川
村
長
） 

 

鎌 

倉 

晨 

弥 

君 

副
広
域
連
合
長
（
中
条
村
長
） 

 

宮 

島 

和 

彦 

君 

坂
城
町
助
役 
 
 
 
 
 
 
 
 

青 

木 

忠 

雄 

君 
 

 

説
明
の
た
め
会
議
に
出
席
し
た
職
員 

（
事 

務 

局 

職 

員
） 

 
 

事
務
局
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮 

澤 
 
 

博 

君 

 
 

事
務
局
次
長
兼
総
務
課
長 

 
 
 
 

中 

澤 

秀 

生 

君 
 
 

事
務
局
次
長
兼
環
境
推
進
課
長 

 
 

寺 

田 

裕 

明 

君 

企
画
課
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小 

池 

伸 

幸 

君 
 
 

施
設
課
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市 

村 

卓 

美 

君 
 
 

介
護
認
定
審
査
課
長 

 
 
 
 
 
 

中 

村 

義 

男 

君 
 
 

総
務
課
調
整
幹 

 
 
 
 
 
 
 
 

小 

島 

章 

夫 

君 
 
 

総
務
課
課
長
補
佐 

 
 
 
 
 
 
 

和 

田 

秀 

晴 

君 
 
 

環
境
推
進
課
課
長
補
佐 

 
 
 
 
 

山 

崎 

千 

裕 

君 

環
境
推
進
課
課
長
補
佐 

 
 
 
 
 

土 

屋 

文 

治 

君 

総
務
課
係
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新 

井 

芳 

美 

君 

企
画
課
係
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

関 
 
 

貞 

巳 

君 
 
 

施
設
課
係
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

犬 

飼 
 
 

厚 

君 
 
 

介
護
認
定
審
査
課
係
長 

 
 
 
 
 

花 

立 

勝 

広 

君 

環
境
推
進
課
係
長 

 
 
 
 
 
 
 

北 

沢 
 
 

毅 

君 
 

 
 

職
務
の
た
め
会
議
に
出
席
し
た
職
員 

 
 

総
務
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

池 

田 
 
 

匠 

君 
 
 

総
務
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

池 

田 

順 

英 

君 
 
 

企
画
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田 

中 

善 

広 

君 
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議 
 
 

事 
 
 

日 
 
 

程 
  

一 
開
会
、
開
議 

一 

会
期
の
決
定 

 

一 

議
席
の
指
定 

 

一 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

 

一 

議
会
第
七
号 
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任 

一 

議
会
第
八
号 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任 

一 

議
案
第
六
号
か
ら
議
案
第
十
一
号
ま
で
一
括
上
程
、
理
事
者
説
明
、
質
疑
、

委
員
会
付
託 

一 

承
認
第
一
号 

上
程
、
理
事
者
説
明
、
質
疑
、
採
決 

一 

認
定
第
一
号 

上
程
、
理
事
者
説
明
、
質
疑
、
委
員
会
付
託 

一 

委
員
長
報
告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 

委
員
長
報
告
に
対
す
る
質
疑
、
討
論
、
採
決 

一 

議
会
第
九
号 

常
任
委
員
会
委
員
の
選
任 

 

一 

議
会
第
十
号 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任 

  

日 

程 

追 

加 

一 

議
会
第
十
一
号 

常
任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会
閉
会
中
継
続
調
査
申
出 

 

一 

議
会
第
十
二
号 

議
長
辞
職 

一 

議
会
第
十
三
号 

議
長
選
挙 

一 

議
会
第
十
四
号 

副
議
長
辞
職 

一 

議
会
第
十
五
号 

副
議
長
選
挙 

一 

閉
会 

 

午
後
一
時
三
十
分 

開
会 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
た
だ
い
ま
の
と
こ
ろ
出
席
議
員
数
は
四
十
二
名
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

    

よ
っ
て
、
会
議
の
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
、
平
成
十
六
年

十
一
月
長
野
広
域
連
合
議
会
定
例
会
を
開
会
致
し
ま
す
。 

   

午
後
一
時
三
十
一
分 

開
議 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

本
日
の
欠
席
通
告
議
員
は
、
十
六
番 

原
利
夫
君
、
十
八
番 

宮
坂
重
道
君
の
二 

名
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

会
期
の
決
定
を
議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 

本
定
例
会
の
会
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
会
運
営
委
員
会
の
意
見
を
徴
し
ま
し
た

結
果
、
本
日
一
日
と
致
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

  
 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
会
期
は
本
日
一
日
と
決
定
致
し
ま
し
た
。 

 
 

な
お
、
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
布
の
と
お
り
行
い
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
御
了
承
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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先
に
、
広
域
連
合
議
員
に
一
部
異
動
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、「
議
席
の
指
定
」
を
議

題
と
致
し
ま
す
。
議
長
か
ら
異
動
の
あ
っ
た
九
名
の
議
席
を
指
定
し
た
い
と
思
い
ま

す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

た
だ
今
御
着
席
の
氏
名
表
示
板
に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
番
号
の
と
お
り
、
議
席
を

指
定
し
ま
す
。 

 
 

該
当
議
員
さ
ん
は
、
お
手
元
の
名
簿
の
順
に
自
席
で
自
己
紹
介
を
お
願
い
致
し
ま

す
。 

 
 

そ
れ
で
は
、
一
番
の
太
田
君
か
ら
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
 

（
該
当
議
員
自
己
紹
介
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
次
に
、
会
議
録
署
名
議
員
を
ご
指
名
申
し
上
げ
ま
す
。
十
五

番 

古
谷
秀
夫
君
、
三
十
番 

近
藤
政
雄
君
、
以
上
二
名
の
か
た
を
指
名
致
し
ま
す
。 

こ
の
際
、
諸
般
の
報
告
を
致
し
ま
す
。 

監
査
委
員
か
ら
、
平
成
十
六
年
七
月
分
か
ら
九
月
分
の
一
般
会
計
・
特
別
会
計
の

例
月
現
金
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
議
長
の
手
元
に
報
告
書
が
ま
い
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
御
報
告
致
し
ま
す
。 

 

次
に
、
人
事
の
紹
介
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

過
般
、
理
事
者
及
び
説
明
の
た
め
会
議
に
出
席
す
る
職
員
に
異
動
が
あ
り
ま
し
た

の
で
、
紹
介
致
し
ま
す
。 

自
己
紹
介
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

（
高
山
村
村
長
自
己
紹
介
） 

（
環
境
推
進
課
長
補
佐
自
己
紹
介
） 

 〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
そ
れ
で
は
議
事
に
入
り
ま
す
。 

初
め
に
、
議
会
第
七
号
「
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
致
し

ま
す
。 

本
件
に
関
し
ま
し
て
は
、先
に
広
域
連
合
議
会
議
員
に
一
部
異
動
が
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
た
め
、
長
野
広
域
連
合
議
会
委
員
会
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

議
長
か
ら
後
任
の
委
員
を
指
名
申
し
上
げ
ま
す
。 

総
務
委
員
会
委
員
に
、
太
田
和
男
君
、
三
井
経
光
君
、
原
田
誠
之
君
、
石
坂
郁
男 

君
、
以
上
四
名 

福
祉
環
境
委
員
会
委
員
に
、
若
林
清
美
君
、
山
田
千
代
子
さ
ん
、
加
藤
吉
郎
君
、 

 

小
林
義
和
君
、
小
林
秀
子
さ
ん
、
以
上
五
名 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

た
だ
今
、
議
長
よ
り
指
名
致
し
ま
し
た
と
お
り
、
後
任
の
委
員
を
選
任
す
る
こ
と

に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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よ
っ
て
、
た
だ
今
、
指
名
致
し
ま
し
た
諸
君
を
そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
委
員
会
委
員
に

選
任
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 
 

次
に
、
議
会
第
八
号
「
議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
致

し
ま
す
。 

本
件
に
関
し
ま
し
て
は
、先
に
広
域
連
合
議
会
議
員
に
一
部
異
動
が
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
た
め
、
長
野
広
域
連
合
議
会
委
員
会
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

議
長
か
ら
後
任
の
委
員
を
指
名
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
に
、
寺
澤
和
男
君
、
山
田
千
代
子
さ
ん
、
小
林
義
和
君
、 

以
上
三
名 

 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

た
だ
今
、
議
長
よ
り
指
名
致
し
ま
し
た
と
お
り
、
後
任
の
委
員
を
選
任
す
る
こ
と

に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
た
だ
今
、
指
名
致
し
ま
し
た
諸
君
を
議
会
運
営
委
員
会
委
員
に
選
任
す

る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

次
に
、
議
案
第
六
号
か
ら
議
案
第
十
一
号
ま
で
以
上
六
件
、
一
括
議
題
と
致
し
ま

す
。 理

事
者
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

広
域
連
合
長 

鷲
澤
正
一
君
、 

 

〇
広
域
連
合
長
（
鷲
澤
正
一
君
）
本
日
、
こ
こ
に
平
成
十
六
年
十
一
月
長
野
広
域
連
合

議
会
定
例
会
を
招
集
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
の
皆
様
に
は
、
時
節
柄
何
か
と

お
忙
し
い
中
、
御
出
席
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

開
会
に
当
た
り
、
本
年
度
の
事
務
事
業
の
う
ち
、
主
な
も
の
に
つ
い
て
、
現
在
の

状
況
等
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

始
め
に
、
本
連
合
の
最
重
要
課
題
で
あ
り
ま
す
広
域
的
ご
み
処
理
対
策
に
つ
い
て

申
し
上
げ
ま
す
。 

広
域
的
ご
み
処
理
施
設
の
建
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年
度
か
ら
「
長
野
広
域
連

合
ご
み
処
理
施
設
建
設
及
び
管
理
運
営
計
画
策
定
委
員
会
」、
及
び
「
専
門
部
会
」
を

設
置
し
、
計
画
の
策
定
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
年
五
月
の
「
策
定
委

員
会
中
間
提
言
」
に
引
き
続
き
、
本
年
九
月
三
日
に
は
、
最
終
処
分
場
の
建
設
及
び

管
理
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
「
策
定
委
員
会
第
二
次

中
間
提
言
」
を
連
合
長
あ
て
に
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
れ
を
受
け
ま
し
て
、
須
高
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
、
最
終
処
分
場
の
建
設
候
補
地
の
選

定
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
本
議
会
に
建
設
地
検
討

業
務
に
関
す
る
補
正
予
算
を
お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

ま
た
、
本
連
合
で
は
、
来
年
度
に
お
い
て
「
ご
み
処
理
広
域
化
基
本
計
画
」
の
見

直
し
を
行
う
た
め
、
現
在
、
基
礎
調
査
を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
策
定
委
員
会
に
は
、

今
後
引
き
続
き
ま
し
て
、
こ
の
基
本
計
画
に
関
す
る
御
検
討
を
お
願
い
す
る
予
定
に 

な
っ
て
お
り
ま
す
。 

な
お
、現
在
の
広
域
化
基
本
計
画
で
は
、「
平
成
二
十
一
年
度
に
一
施
設
目
の
焼
却

施
設
と
合
わ
せ
て
最
終
処
分
場
を
稼
働
さ
せ
る
」
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
昨

年
十
一
月
の
本
連
合
議
会
定
例
会
で
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
一
施
設
目
の
焼
却
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施
設
の
稼
働
時
期
が
平
成
二
十
三
年
度
以
降
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
及
び
最

終
処
分
場
の
埋
立
対
象
物
が
溶
融
飛
灰
と
溶
融
ス
ラ
グ
等
で
あ
り
ま
す
こ
と
か
ら
、

最
終
処
分
場
の
稼
働
時
期
に
つ
い
て
も
、「
焼
却
施
設
と
合
わ
せ
て
平
成
二
十
三
年

度
を
目
処
と
い
た
し
た
い
」
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

今
後
、
本
連
合
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
ご
み
処
理
施
設
の
統
合
、
建
設
に
向
け
て

の
諸
課
題
の
解
決
に
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
と
と
も
に
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る

建
設
候
補
地
の
選
定
事
務
が
確
実
か
つ
速
や
か
に
行
わ
れ
ま
す
よ
う
、
構
成
市
町
村

と
緊
密
な
連
携
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
引
き
続
き
特
段
の
御
理
解
と
御
協
力
を
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、
本
連
合
の
主
要
事
業
で
あ
り
ま
す
老
人
福
祉
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。 

本
連
合
が
運
営
す
る
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
き
ま
し
て
は
、
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
に
対

応
し
な
が
ら
、
安
全
で
快
適
な
生
活
の
確
保
と
効
率
的
で
安
定
し
た
経
営
を
行
っ
て

い
く
観
点
か
ら
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
運
営
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
基
本
的
な

指
針
を
定
め
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
て
お
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

今
後
も
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
安
定
し
た
施
設
運
営
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す

ほ
か
、
公
設
の
老
人
ホ
ー
ム
が
民
間
の
社
会
福
祉
法
人
へ
経
営
移
譲
さ
れ
る
事
例
も

あ
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
本
連
合
が
運
営
す
る
老
人
福
祉
施
設
の
経
営
の
在
り
方
に
つ

い
て
、
民
営
化
を
含
め
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

な
お
、
平
成
十
五
年
度
の
老
人
福
祉
施
設
等
運
営
事
業
特
別
会
計
の
決
算
に
つ
き

ま
し
て
は
、
平
成
十
五
年
四
月
に
介
護
報
酬
の
単
価
が
改
定
さ
れ
た
影
響
に
よ
り
ま

し
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
収
入
は
前
年
度
対
比
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
と
な
り
ま

し
た
が
、
実
質
収
支
に
つ
い
て
は
約
三
億
円
の
黒
字
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
現
在
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
検

討
を
進
め
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
内
容
は
、
介
護
予
防
を
重
視
し
た
給
付
を
柱
と
し
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

の
創
設
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
、
障
害
者
施
策
と
の
統
合
問
題
に
関
連
す
る
被
保

険
者
や
受
給
者
の
範
囲
拡
大
な
ど
で
あ
り
ま
す
。 

検
討
さ
れ
て
い
る
内
容
の
中
で
、
本
連
合
の
老
人
福
祉
施
設
の
運
営
に
関
わ
る
も

の
と
い
た
し
ま
し
て
は
、「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
制
度
上
の
見
直
し
」、「
既
存
特
養

の
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
の
導
入
」、「
（
仮
称
）
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
整
備
」
等
が

ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま
だ
詳
細
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、
今
後
、
情
報
収
集
に
努
め
、
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

ま
た
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
小
布
施
荘
」
の
建
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、
七
月

か
ら
第
一
期
工
事
で
完
成
し
た
部
分
を
仮
設
施
設
と
し
て
御
利
用
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
第
二
期
工
事
に
つ
い
て
は
、
七
月
二
十
日
か
ら
着
工
し
、
現
在
、
建
物
の
骨

格
が
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
る
状
態
と
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
予
定
通
り
年
度
内
の
完
成

を
目
指
し
て
順
調
に
工
事
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
介
護
認
定
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
年
度
前
期
の
介
護
認
定
審
査
判
定
件
数
は
、
一
万
三
千
八
百
七
十
五
件
と
な
っ

て
お
り
、
前
年
度
同
期
と
比
較
し
ま
す
と
九
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
や
や
減
少
傾

向
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

申
請
の
内
訳
で
は
、
新
規
申
請
が
前
年
度
同
期
と
比
較
し
て
七
十
七
・
一
パ
ー
セ
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ン
ト
と
大
き
く
減
少
し
て
い
る
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
本
年
三
月
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
介
護
認
定
の

更
新
に
係
る
有
効
期
間
が
二
十
四
箇
月
に
延
長
さ
れ
た
件
数
に
つ
き
ま
し
て
は
、
九

月
末
現
在
、
二
千
七
百
五
十
三
件
と
な
っ
て
お
り
、
更
新
件
数
全
体
の
三
十
一
パ
ー

セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
現
在
、
厚
生
労
働
省
で
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
介
護
保
険
制
度
の
改
正

に
つ
い
て
は
、介
護
認
定
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、「
被
保
険
者
の
範
囲
拡
大
」や「
新

予
防
給
付
と
介
護
保
険
給
付
の
対
象
者
の
判
定
」
等
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
と
、
審
査
判
定
件
数
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
審
査

会
の
運
営
に
影
響
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
こ
と
か
ら
、
今
後
も
国
の
動
向
に
注

目
し
、
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
し
尿
処
理
業
務
等
の
広
域
化
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
連
合
で
は
、
下
水
道
事
業
等
の
進
展
に
伴
い
、
今
後
、
し
尿
処
理
量
の
急
速
な

減
少
等
が
見
込
ま
れ
ま
す
こ
と
か
ら
、
本
年
三
月
、
広
域
的
な
対
応
に
よ
る
効
率
的

な
し
尿
等
の
処
理
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
に
「
し
尿
処
理
等
広
域
化
基
本
構
想
」

を
策
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

本
年
度
は
、
こ
の
「
基
本
構
想
」
に
基
づ
き
、「
し
尿
処
理
専
門
部
会
」
に
お
い
て
、

し
尿
処
理
施
設
の
統
廃
合
等
に
関
す
る
具
体
的
な
検
討
を
進
め
て
お
り
ま
す
が
、
こ

れ
ま
で
に
、
各
し
尿
処
理
施
設
ご
と
に
広
域
化
に
向
け
た
具
体
的
方
針
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
と
と
も
に
、
し
尿
等
の
下
水
道
投
入
に
関
す
る
事
例
調
査
等
を
進
め
て
き

て
お
り
ま
す
。 

今
後
、
処
理
施
設
の
具
体
的
な
統
廃
合
案
や
、
統
廃
合
後
の
運
営
主
体
等
に
つ
い

て
協
議
・
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
し
尿
等
の
下
水
道
投
入
に
つ
い
て
は
、
下
水
道

処
理
区
域
外
の
し
尿
等
の
取
り
扱
い
や
受
入
れ
条
件
等
に
つ
い
て
長
野
県
と
協
議
を

進
め
、
早
急
に
し
尿
処
理
等
の
広
域
化
に
向
け
た
方
針
を
決
定
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。 

  
 

本
日
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
は
、
平
成
十
六
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計
補

正
予
算
ほ
か
五
件
並
び
に
承
認
及
び
認
定
案
件
で
あ
り
ま
す
。 

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
後
ほ
ど
助
役
か
ら
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
な
に

と
ぞ
十
分
御
審
議
の
上
、
御
決
定
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、

開
会
の
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
助
役 

市
川
衛
君 

 

〇
助
役
（
市
川
衛
君
）
本
定
例
会
に
提
出
致
し
ま
し
た
各
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
御
説

明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

初
め
に
、
議
案
第
六
号
「
平
成
十
六
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計
補
正
予
算
」

に
つ
き
ま
し
て
、
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

今
回
の
補
正
予
算
は
、
債
務
負
担
行
為
を
追
加
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

二
ペ
ー
ジ
の
「
第
二
表
」
を
御
覧
く
だ
さ
い
。 

 

追
加
の
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
本
年
度
、
実
施
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
「
ご
み

処
理
施
設
建
設
地
適
地
選
定
調
査
業
務
委
託
」の
う
ち
、「
最
終
処
分
場
建
設
地
検
討

に
係
る
業
務
委
託
」
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
度
に
わ
た
り
実
施
す
る
た
め
、
委
託

料
七
百
万
円
を
追
加
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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次
に
、
議
案
第
七
号
「
平
成
十
六
年
度
長
野
広
域
連
合
老
人
福
祉
施
設
等
運
営
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
」
に
つ
き
ま
し
て
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

今
回
の
補
正
予
算
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
三
億
一
千
七
百
二
十
八
万
四
千
円
を

追
加
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

内
容
に
つ
き
ま
し
て
、
歳
出
か
ら
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

五
ペ
ー
ジ
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 
 

第
一
款
民
生
費 

六
項
財
産
管
理
費 

一
目
財
産
管
理
費
の
三
億
一
千
七
百
二
十

八
万
四
千
円
の
追
加
は
、
平
成
十
五
年
度
決
算
剰
余
金
及
び
財
政
調
整
基
金
か
ら
生

じ
た
利
子
に
つ
い
て
、
基
金
条
例
に
基
づ
き
財
政
調
整
基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
た

め
、
追
加
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
歳
入
に
つ
い
て
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

四
ペ
ー
ジ
に
お
戻
り
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

第
四
款
財
産
収
入 

一
項
財
産
運
用
収
入 

一
目
利
子
及
び
配
当
金
七
十
五
万
円

の
追
加
は
、
財
政
調
整
基
金
の
運
用
利
子
収
入
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

第
八
款
繰
越
金 

一
項
繰
越
金 

一
目
繰
越
金
の
三
億
一
千
六
百
五
十
三
万
四
千

円
の
追
加
は
、
各
施
設
の
平
成
十
五
年
度
決
算
剰
余
金
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
、歳
入
歳
出
予
算
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。こ
の
結
果
、

歳
入
歳
出
の
総
額
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
三
十
一
億
九
千
二
百
万
四
千
円
と 

な
り
ま
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
八
号
か
ら
議
案
第
十
一
号
ま
で
の
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し

て
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

議
案
第
八
号
「
長
野
広
域
連
合
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
者
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
長
野
市
、
大

岡
村
、
豊
野
町
、
戸
隠
村
及
び
鬼
無
里
村
の
合
併
に
伴
い
、
議
員
の
議
会
等
へ
の
出

席
に
係
る
費
用
弁
償
の
支
給
区
分
か
ら
、
大
岡
村
、
豊
野
町
、
戸
隠
村
及
び
鬼
無
里

村
を
削
除
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
九
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
国
家
公
務
員
の
措
置
に

準
じ
て
、
五
十
五
歳
を
超
え
る
職
員
の
昇
給
停
止
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
年
四
月
一
日
を
も
ち
ま
し
て
、
小
県
郡
東
部

町
と
北
佐
久
郡
北
御
牧
村
が
合
併
し
、
東
御
市
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
職
員
の
旅

費
支
給
に
係
る
在
勤
地
に
関
す
る
規
定
を
改
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
一
号
「
長
野
広
域
連
合
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
き
ま
し

て
は
、
長
野
市
、
大
岡
村
、
豊
野
町
、
戸
隠
村
及
び
鬼
無
里
村
の
合
併
に
伴
い
、「
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
豊
岡
荘
」
の
住
所
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
、
平
成
十
六
年
度
一
般
会
計
及
び
老
人
福
祉
施
設
等
運
営
事
業
特
別
会
計
の

補
正
予
算
及
び
条
例
案
件
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 
 

よ
ろ
し
く
御
審
議
の
上
、
御
決
定
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

こ
れ
よ
り
議
案
質
疑
に
入
り
ま
す
。 
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な
お
、
ご
発
言
に
当
た
り
ま
し
て
は
議
席
番
号
及
び
氏
名
を
お
願
い
し
ま
す
。 

    
そ
れ
で
は
、
質
疑
に
は
い
り
ま
す
。 

議
案
第
六
号
「
平
成
十
六
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計
補
正
予
算
」、
歳
入
歳
出

一
括
質
疑
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

議
案
第
七
号
「
平
成
十
六
年
度
長
野
広
域
連
合
老
人
福
祉
施
設
等
運
営
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
」、
歳
入
歳
出
一
括
質
疑
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

議
案
第
八
号
「
長
野
広
域
連
合
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
者
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

議
案
第
九
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
」 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

議
案
第
十
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
」 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

議
案
第
十
一
号
「
長
野
広
域
連
合
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

以
上
で
、
議
案
の
質
疑
を
終
結
致
し
ま
す
。 

議
案
第
六
号
か
ら
議
案
第
十
一
号
ま
で
、
以
上
六
件
、
お
手
元
に
配
布
致
し
ま
し

た
委
員
会
付
託
表
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
の
常
任
委
員
会
に
付
託
致
し
ま
す
。 

次
に
、
承
認
第
一
号
「
専
決
処
分
の
報
告
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
」
を
議

題
と
致
し
ま
す
。
理
事
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

助
役 

市
川
衛
君
、 

 

〇
助
役
（
市
川
衛
君
）
承
認
第
一
号 

専
決
処
分
の
報
告
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
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て
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
れ
は
、「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
決
処

分
を
い
た
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

   

改
正
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
連
合
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
人
事
院
勧
告

に
基
づ
き
、
国
に
準
じ
て
、
寒
冷
地
手
当
の
規
定
を
本
年
度
か
ら
改
め
る
も
の
で
、

第
三
十
条
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
十
月
末
日
の
基
準
日
を
十
一
月
か
ら
翌
年
の
三
月
ま

で
の
各
月
の
初
日
と
す
る
も
の
。
ま
た
、
支
給
地
域
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
四

級
地
及
び
五
級
地
を
、
全
て
四
級
地
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
一
条
の
二
で
は
、
支
給
額
の
改
正
及
び
こ
れ
ま
で
の
十

月
一
括
支
給
を
、
十
一
月
か
ら
三
月
の
各
月
に
、
給
料
の
支
給
方
法
に
準
じ
、
月
額

支
給
と
す
る
よ
う
改
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

改
正
後
の
支
給
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、
四
級
地
の
額
と
な
り
ま
す
が
、
世
帯
主
の

区
分
等
に
応
じ
、
一
号
か
ら
三
号
に
掲
げ
る
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

な
お
、
附
則
に
お
い
て
、
支
給
額
の
減
額
に
伴
い
初
年
度
で
三
万
円
、
二
年
目
以

降
二
万
円
づ
つ
引
き
下
げ
、
五
年
後
に
完
全
実
施
と
な
る
よ
う
経
過
措
置
を
設
け
る

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

   

以
上
、
地
方
自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
御
報
告
を
申
し
上
げ

ま
す
。
な
に
と
ぞ
御
承
認
の
ほ
ど
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

本
件
に
関
し
て
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

以
上
で
質
疑
を
終
結
致
し
ま
す
。 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

本
件
に
関
し
て
は
委
員
会
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
に
は
い
り
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
直
ち
に
採
決
に
は
い
り
ま
す
。 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

承
認
第
一
号
「
専
決
処
分
の
報
告
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
」
本
件
を
原
案

の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 

（
賛
成
者
挙
手
） 

  

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
） 

賛
成
多
数
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

次
に
、
認
定
第
一
号
「
平
成
十
五
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計
・
各
特
別
会
計

決
算
の
認
定
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 

理
事
者
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
助
役 

市
川
衛
君 
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〇
助
役
（
市
川
衛
君
）
認
定
第
一
号 

平
成
十
五
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計
・
各

特
別
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
き
ま
し
て
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

初
め
に
、
お
手
元
に
配
布
し
て
ご
ざ
い
ま
す
決
算
書
の
、
目
次
の
次
の
ペ
ー
ジ
、

Ａ
三
横
長
の
表
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
決
算
一
覧
表
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存

じ
ま
す
。 

一
般
会
計
と
特
別
会
計
の
決
算
額
の
合
計
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
ず
、
歳
入
の
収

入
済
額
Ａ
欄
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
番
下
の
合
計
の
欄
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存

じ
ま
す
。
合
計
額
四
十
七
億
二
千
八
百
六
十
六
万
二
千
二
百
三
十
七
円
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。 

続
い
て
歳
出
の
決
算
規
模
で
ご
ざ
い
ま
す
。
支
出
済
額
Ｂ
欄
の
合
計
欄
を
御
覧
い

た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
四
十
三
億
三
千
百
七
十
二
万
八
円
と
な
り
ま
し
た
。 

 

次
に
、
各
会
計
ご
と
に
順
を
追
っ
て
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
一
般
会
計
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

歳
入
に
お
き
ま
し
て
は
、
予
算
現
額
が
十
億
二
千
三
百
二
万
四
千
円
に
対
し
ま
し

て
、
調
定
額
及
び
収
入
済
額
は
、
九
億
七
千
二
百
二
十
五
万
四
千
九
百
六
十
五
円
と

な
り
ま
し
て
、
収
入
率
は
、
予
算
現
額
に
対
し
ま
し
て
は
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
調

定
額
に
対
し
ま
し
て
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

一
方
、
歳
出
の
予
算
現
額
は
歳
入
と
同
額
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
支
出
済
額
は
、
八

億
九
千
八
百
九
十
三
万
四
千
五
百
二
十
七
円
と
な
り
ま
し
て
、
予
算
現
額
に
対
す
る

支
出
割
合
、
執
行
率
は
、
八
十
七
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

従
い
ま
し
て
、
Ａ
欄
の
収
入
済
額
か
ら
Ｂ
欄
の
支
出
済
額
を
差
引
き
い
た
し
ま
し

た
残
額
は
、
七
千
三
百
三
十
二
万
四
百
三
十
八
円
と
な
り
ま
す
。
翌
年
度
へ
繰
り
越

す
べ
き
財
源
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
実
質
収
支
額
も
同
額
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ

の
額
が
純
剰
余
金
と
し
て
翌
年
度
へ
繰
り
越
さ
れ
る
額
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、
下
の
欄
の
老
人
福
祉
施
設
等
運
営
事
業
特
別
会
計
に
つ
い
て
説
明
を
申
し

上
げ
ま
す
。 

予
算
現
額
は
、
三
十
三
億
三
千
百
八
十
六
万
二
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
に

対
し
、
歳
入
に
お
き
ま
し
て
は
、
調
定
額
が
三
十
四
億
五
千
五
十
六
万
七
千
百
円
、

収
入
済
額
が
三
十
四
億
四
千
九
百
十
三
万
二
千
三
百
二
十
六
円
と
な
り
ま
し
て
、
収

入
率
は
、
予
算
現
額
に
対
し
ま
し
て
は
百
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
調
定
額
に
対
し
ま

し
て
は
九
十
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
歳
出
の
支
出
済
額
は
、
三
十
一
億
三
千
二
百
五
十
九
万
八
千
六
百
五
十
八

円
と
な
り
ま
し
て
、
予
算
の
執
行
率
は
九
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

従
い
ま
し
て
、
歳
入
歳
出
差
引
残
額
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
三
億
一
千
六
百
五
十
三

万
三
千
六
百
六
十
八
円
と
な
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
翌
年
度
へ
繰
り
越
さ
れ
る
額
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、長
野
地
域
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
事
業
特
別
会
計
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

予
算
現
額
は
、
三
億
二
百
十
六
万
六
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
歳
入
に
お
き
ま
し
て
は
、
調
定
額
、
収
入
済
額
と
も
三
億

七
百
二
十
七
万
四
千
九
百
四
十
六
円
と
な
り
ま
し
て
、
収
入
率
は
、
予
算
現
額
に
対

し
ま
し
て
は
百
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
調
定
額
に
対
し
ま
し
て
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
で

ご
ざ
い
ま
す
。 
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ま
た
、
歳
出
の
支
出
済
額
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
三
億
十
八
万
六
千
八
百
二
十
三
円

と
な
り
ま
し
て
、
予
算
の
執
行
率
は
九
十
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

従
い
ま
し
て
、
歳
入
歳
出
差
引
残
額
は
、
七
百
八
万
八
千
百
二
十
三
円
と
な
り
ま

し
て
、
こ
の
額
が
翌
年
度
へ
繰
り
越
さ
れ
る
額
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

以
上
、
一
般
会
計
、
特
別
会
計
の
決
算
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
を
申
し
上
げ
ま
し

た
。 詳

細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
三
ペ
ー
ジ
以
降
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
決
算
事
項
別
明

細
書
、
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
及
び
財
産
に
関
す
る
調
書
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

そ
れ
を
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 
 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
 

何
と
ぞ
御
審
議
の
上
、
御
認
定
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

次
に
、
戸
谷
監
査
委
員
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
許
可
致
し
ま

す
。
監
査
委
員 

戸
谷
修
一
君 

 

〇
監
査
委
員
（
戸
谷
修
一
君
）
た
だ
今
、
提
案
説
明
さ
れ
ま
し
た
認
定
第
一
号
平
成
十

五
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計
及
び
各
特
別
会
計
の
決
算
に
つ
き
ま
し
て
、
審
査

を
実
施
致
し
ま
し
た
の
で
そ
の
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

審
査
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
連
合
長
か
ら
審
査
に
付
さ
れ
ま
し
た
各
会
計
の
決
算

書
及
び
そ
の
附
属
書
類
並
び
に
基
金
の
運
用
状
況
を
示
す
書
類
に
つ
き
ま
し
て
、
収

入
役
、
関
係
課
及
び
関
係
施
設
所
管
の
諸
帳
簿
、
証
書
類
と
照
合
す
る
と
と
も
に
、

予
算
の
執
行
が
適
正
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
関
係
職
員
の
説

明
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
現
場
実
査
に
よ
り
審
査
を
致
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
結
果
、
決
算
書
類
等
は
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
の
規
定
に
準
拠
し
て
作
成
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
計
数
は
、
関
係
諸
帳
簿
と
符
合
し
、
平
成
十
五
年
度
の
決
算
及
び

財
政
状
況
等
を
適
正
に
表
し
て
い
る
も
の
と
認
め
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
、
決
算
審
査
の
御
報
告
と
い
た
し
ま
す
。 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
続
い
て
、
認
定
案
の
質
疑
に
は
い
り
ま
す
。 

 
 

認
定
第
一
号
「
平
成
十
五
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計
、
各
特
別
会
計
決
算
の

認
定
に
つ
い
て
」
は
、
各
会
計
ご
と
に
一
括
し
て
お
願
い
し
ま
す
。 

    

な
お
、
ご
発
言
に
当
た
り
ま
し
て
は
議
席
番
号
及
び
氏
名
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

初
め
に
、
平
成
十
五
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

平
成
十
五
年
度
長
野
広
域
連
合
老
人
福
祉
施
設
等
運
営
事
業
特
別
会
計 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

平
成
十
五
年
度
長
野
広
域
連
合
長
野
地
域
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
事
業
特
別
会
計 
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（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
進
行
致
し
ま
す
。 

以
上
で
質
疑
を
終
結
致
し
ま
す
。 

 
 

認
定
第
一
号 

以
上
一
件
、
お
手
元
に
配
布
致
し
ま
し
た
委
員
会
付
託
表
の
と
お

り
そ
れ
ぞ
れ
関
係
の
常
任
委
員
会
に
付
託
致
し
ま
す
。 

 
 

た
だ
今
よ
り
、
委
員
会
開
会
の
た
め
、
午
後
三
時
五
十
分
ま
で
休
憩
致
し
ま
す
。 

 

（
休
憩
） 

午
後
二
時
五
分 

 
 （

再
開
） 

午
後
三
時
四
十
八
分 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

議
案
第
六
号
か
ら
議
案
第
十
一
号
及
び
認
定
第
一
号 
以
上
七
件
、
一
括
議
題
と

致
し
ま
す
。 

 
 

各
委
員
会
の
審
査
が
終
了
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
委
員
会
の
審
査
の

経
過
並
び
に
結
果
に
つ
い
て
、
各
委
員
長
か
ら
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 

初
め
に
、
総
務
委
員
会
副
委
員
長 

関
正
義
君 

 
 
 

〇
総
務
委
員
会
副
委
員
長
（
関
正
義
君
）
二
十
一
番 

関
正
義
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

私
か
ら
、
長
野
広
域
連
合
議
会
定
例
会
に
お
き
ま
し
て
、
総
務
委
員
会
に
付
託
さ

れ
ま
し
た
議
案
の
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

審
査
の
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
布
さ
れ
て
お
り
ま
す
総
務
委
員
会

決
定
報
告
書
の
と
お
り
決
定
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

以
上
で
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
総
務
委
員
会
委
員
長
の
報
告
を
終
わ

り
ま
す
。 

続
い
て
、
福
祉
環
境
委
員
会
委
員
長 

北
澤
正
啓
君 

 〇
福
祉
環
境
委
員
会
委
員
長
（
北
澤
正
啓
君
）
十
四
番 

北
澤
正
啓
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

私
か
ら
、
長
野
広
域
連
合
議
会
定
例
会
に
お
き
ま
し
て
、
福
祉
環
境
委
員
会
に
付

託
さ
れ
ま
し
た
諸
議
案
の
審
査
の
結
果
に
つ
き
ま
し
て
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

当
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
も
、
審
査
の
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
布

さ
れ
て
お
り
ま
す
福
祉
環
境
委
員
会
決
定
報
告
書
の
と
お
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。 

以
上
で
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
福
祉
環
境
委
員
会
委
員
長
の
報
告
を 

終
わ
り
ま
す
。 

た
だ
今
か
ら
、
各
委
員
長
報
告
に
対
す
る
質
疑
、
討
論
、
採
決
を
行
い
ま
す
。 

初
め
に
、
総
務
委
員
会
所
管
の
議
案
第
八
号
「
長
野
広
域
連
合
特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
者
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」、質

疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 
 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 
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（
賛
成
者
挙
手
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

次
に
、
同
じ
く
、
総
務
委
員
会
所
管
の
議
案
第
九
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」、
質
疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 
 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 

（
賛
成
者
挙
手
） 

    〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

次
に
、
同
じ
く
、
総
務
委
員
会
所
管
の
議
案
第
十
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
旅

費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」、
質
疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 
 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 

（
賛
成
者
挙
手
） 

  

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
福
祉
環
境
委
員
会
所
管
の
議
案
第
六
号
「
平
成
十
六
年
度
長
野
広
域
連
合

一
般
会
計
補
正
予
算
」、
質
疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
に

入
り
ま
す
。 

 
 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 

（
賛
成
者
挙
手
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
同
じ
く
福
祉
環
境
委
員
会
所
管
の
議
案
第
七
号
「
平
成
十
六
年
度
長
野
広

域
連
合
老
人
福
祉
施
設
等
運
営
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
」、
質
疑
、
討
論
の
通
告
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 
 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 

（
賛
成
者
挙
手
） 

 
〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
同
じ
く
福
祉
環
境
委
員
会
所
管
の
議
案
第
十
一
号
「
長
野
広
域
連
合
養
護
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老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
」、
質
疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入

り
ま
す
。 

 
 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

  
 
 
 

（
賛
成
者
挙
手
） 

 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
） 

全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
各
常
任
委
員
会
所
管
の
認
定
第
一
号
「
平
成
十
五
年
度
長
野
広
域
連
合
一

般
会
計
・
各
特
別
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
」、
質
疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 
 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

  
 
 
 

（
賛
成
者
挙
手
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
会
第
九
号
「
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
致
し
ま

す
。 

 

本
件
に
関
し
ま
し
て
は
、
委
員
会
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
か

ら
指
名
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

総
務
委
員
会
委
員
に
、
太
田
和
男
君
、
寺
澤
和
男
君
、
三
井
経
光
君
、
原
田
誠
之 

君
、
伊
藤
治
通
君
、
石
坂
郁
雄
君
、
植
木
新
一
君
、
古
谷
秀
夫
君
、
原
利
夫
君
、
中

澤
義
忠
君
、
関
正
義
君
、
涌
井
喜
久
君
、
藤
澤
勝
義
君
、
西
沢
秀
明
君
、
須
田
幸
宏

君
、
土
屋
博
志
君
、
丸
山
憲
夫
君
、
村
松
好
恩
君
、
宮
下
愼
平
君
、
徳
竹
一
男
君
、

大
日
方
茂
木
君
、
久
保
田
良
一
君
、
以
上
二
十
二
名
。 

福
祉
環
境
委
員
会
委
員
に
、
若
林
清
美
君
、
山
田
千
代
子
さ
ん
、
加
藤
吉
郎
君
、

小
林
義
和
君
、
小
林
秀
子
さ
ん
、
松
木
茂
盛
、
北
澤
正
啓
君
、
田
沢
佑
一
君
、
宮
坂

重
道
君
、
吉
田
一
人
君
、
安
島
ふ
み
子
さ
ん
、
池
田
哲
君
、
涌
井
富
生
君
、
清
水
昇

二
君
、
近
藤
政
雄
君
、
峯
村
勉
君
、
廣
田
俊
博
君
、
渡
邉
健
治
君
、
山
口
性
太
君
、

徳
嵩
周
二
君
、
清
水
勝
義
君
、
山
野
井
勇
二
君
、
以
上
二
十
二
名
。 

 
 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

た
だ
今
、
議
長
よ
り
指
名
い
た
し
ま
し
た
と
お
り
選
任
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り

ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
た
だ
今
指
名
致
し
ま
し
た
諸
君
を
そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
委
員
会
委
員
に
選

任
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 
 

次
に
、
議
会
第
十
号
「
議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
致

し
ま
す
。 

 
 

本
件
に
関
し
ま
し
て
は
、
委
員
会
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
か
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ら
指
名
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
に
、
寺
澤
和
男
君
、
山
田
千
代
子
さ
ん
、
小
林
義
和
君
、 

古
谷
秀
夫
君
、
宮
坂
重
道
君
、
関
正
義
君
、
涌
井
喜
久
君
、
西
沢
秀
明
君
、
須
田
幸

宏
君
、
村
松
好
恩
君
、
徳
竹
一
男
君
、
大
日
方
茂
木
君
、
以
上
十
二
名
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

た
だ
今
議
長
よ
り
指
名
致
し
ま
し
た
と
お
り
選
任
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ

ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
た
だ
今
指
名
致
し
ま
し
た
諸
君
を
議
会
運
営
委
員
会
委
員
に
選
任
す
る

こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 
 

次
に
、
常
任
委
員
会
及
び
議
会
運
営
委
員
会
の
委
員
長
、
副
委
員
長
の
互
選
の
た

め
の
会
議
の
招
集
は
、
委
員
会
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
が
行
う

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

お
手
元
に
配
布
の
一
覧
表
の
と
お
り
場
所
を
定
め
ま
す
の
で
、
常
任
委
員
会
、
議

会
運
営
委
員
会
の
順
序
で
、
た
だ
今
か
ら
順
次
開
催
さ
れ
ま
す
よ
う
御
連
絡
申
し
上

げ
ま
す
。 

 

こ
の
際
、
正
副
委
員
長
互
選
の
た
め
、
午
後
四
時
二
十
分
ま
で
休
憩
致
し
ま
す
。 

 

 
 
 
 

（
休
憩
） 

午
後
四
時 

 
 

 

（
再
開
） 

午
後
四
時
二
十
五
分 

 
 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

こ
れ
よ
り
常
任
委
員
会
及
び
議
会
運
営
委
員
会
正
副
委
員
長
の
互
選
の
結
果
を
御

報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

総
務
委
員
会
委
員
長 

古
谷
秀
夫
君
、
副
委
員
長 

土
屋
博
志
君
、 

 
 

福
祉
環
境
委
員
会
委
員
長 

田
沢
佑
一
君
、
副
委
員
長 

廣
田
俊
博
君
、 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長 

山
田
千
代
子
さ
ん
、
副
委
員
長 

村
松
好
恩
君
、 

 
 

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

次
に
、
議
会
第
十
一
号
常
任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会
閉
会
中
継
続
調
査
申
出

に
つ
い
て
を
お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
 

本
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
際
、
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
議
題
と
致
し
た
い
と
思

い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 
 
 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
議
題
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

議
会
第
十
一
号
常
任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会
閉
会
中
継
続
調
査
申
出
に
つ
い

て
、
を
議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 

会
議
規
則
第
百
一
条
の
規
定
に
よ
り
、お
手
元
に
文
書
を
も
っ
て
配
布
の
と
お
り
、

各
常
任
委
員
会
委
員
長
及
び
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
閉
会
中
の
継
続
調
査
の

申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 
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お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 

各
常
任
委
員
会
委
員
長
及
び
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
出
の
と
お
り
、
閉

会
中
の
継
続
調
査
を
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
松
木
茂
盛
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
各
常
任
委
員
会
委
員
長
及
び
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
の
申
出
の

と
お
り
決
定
致
し
ま
し
た
。 

 

（
松
木
茂
盛
議
員
退
席
） 

 〇
副
議
長
（
田
沢
佑
一
君
）
た
だ
今
、
議
長 

松
木
茂
盛
議
員
か
ら
、
議
長
職
辞
職
願

が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
 

こ
の
際
、
議
会
第
十
二
号
「
議
長
辞
職
に
つ
い
て
」
を
、
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、

議
題
と
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
副
議
長
（
田
沢
佑
一
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
議
会
第
十
二
号
「
議
長
辞
職
に
つ
い
て
」
を
、
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、

議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 

ま
ず
、
そ
の
辞
職
願
を
事
務
局
長
に
朗
読
い
た
さ
せ
ま
す
。 

 

〇
事
務
局
長
（
宮
澤
博
君
） 

辞
職
願 

平
成
十
六
年
十
一
月
一
六
日 

長
野
広
域
連
合
議
会
副
議
長 

田
沢
佑
一
様 

長
野
広
域
連
合
議
会
議
長 

松
木
茂
盛 

 

 
 

こ
の
た
び
、一
身
上
の
都
合
に
よ
り
議
長
を
辞
職
し
た
い
の
で
許
可
さ
れ
る
よ
う
、

長
野
広
域
連
合
議
会
会
議
規
則
第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
願
い
出
ま
す
。 

 

〇
副
議
長
（
田
沢
佑
一
君
）
お
諮
り
致
し
ま
す
。 

松
木
茂
盛
君
の
議
長
辞
職
願
を
許
可
す
る
こ
と
に
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
副
議
長
（
田
沢
佑
一
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
松
木
茂
盛
君
の
議
長
辞
職
願
を
許
可
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 

（
松
木
茂
盛
議
員
復
席
） 

 
〇
副
議
長（
田
沢
佑
一
君
） 

松
木
茂
盛
君
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

許
可
致
し
ま
す
。 
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○
松
木
茂
盛
議
員 

貴
重
な
時
間
を
お
借
り
致
し
ま
し
て
、
お
礼
の
御
挨
拶
の
で
き
る

機
会
を
お
与
え
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

光
陰
矢
の
如
し
と
申
し
ま
す
が
、昨
年
十
一
月
、皆
さ
ん
に
御
選
任
さ
れ
て
以
来
、

一
年
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
広
域
連
合
を
め
ぐ
る
諸

情
勢
、
大
き
な
課
題
が
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

一
つ
に
は
先
ほ
ど
連
合
長
御
挨
拶
の
と
お
り
、
地
方
分
権
時
代
を
迎
え
て
の
合
併

課
題
、
そ
し
て
ま
た
、
少
子
高
齢
化
が
ど
ん
ど
ん
進
む
時
代
の
中
に
あ
っ
て
の
介
護

認
定
を
含
む
老
人
福
祉
施
設
の
運
用
課
題
、
あ
る
い
は
ま
た
、
関
係
市
町
村
に
お
き

ま
す
ご
み
処
理
場
の
老
朽
化
等
に
伴
う
新
た
な
る
建
設
課
題
等
々
、
山
積
す
る
課
題

が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
一
定
に
そ
れ
な
り
の
前
進
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
私
ど
も
傘
下
の
施
設
で
あ
り
ま
す
老
人
福
祉
施
設
の
視
察
、
あ
る
い
は
ま

た
、
ご
み
処
理
場
の
視
察
、
そ
し
て
ま
た
、
さ
ら
に
は
こ
の
期
間
中
、
千
曲
市
誕
生

記
念
の
式
典
、
あ
る
い
は
ま
た
、
特
養
「
七
二
会
荘
」
の
二
十
周
年
記
念
、
そ
う
し

た
行
事
に
も
参
画
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

一
年
間
で
は
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
非
常
に
貴
重
な
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
ま
た
、
連
合
に
係
る
諸
課
題
、
非
常
に
大
き
な
課
題
が
た
く
さ
ん
山
積
し
て
お

り
ま
す
。
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
が
正
念
場
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

今
後
は
一
議
員
と
致
し
ま
し
て
、
関
係
諸
課
題
の
発
展
を
通
じ
、
住
民
の
皆
さ
ん

の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
連
合
組
織
、
連
合
議
会
に
し
て
い
き
た
い
と
、
微
力
を
尽
く

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

一
年
間
大
過
な
く
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
も
、
偏
に
議
員
各
位
、
ま
た
連

合
長
を
始
め
と
す
る
理
事
者
各
位
、
そ
し
て
事
務
局
職
員
の
御
支
援
、
御
協
力
の
賜

物
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
し

て
、
一
言
退
任
の
挨
拶
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

〇
副
議
長
（
田
沢
佑
一
君
）
た
だ
今
、
議
長
が
欠
員
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
 

こ
の
際
、
議
会
第
十
三
号
「
議
長
選
挙
」
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
議
長
選
挙

を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
副
議
長
（
田
沢
佑
一
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
議
会
第
十
三
号
「
議
長
選
挙
」
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
直
ち
に
選

挙
を
行
い
ま
す
。 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
 

議
長
選
挙
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
方
自
治
法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
指
名
推
選
の
方
法
を
と
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 〇
副
議
長
（
田
沢
佑
一
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 
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指
名
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
副
議
長
に
お
い
て
、
指
名
す
る
こ
と
に
致
し
た
い
と

思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
副
議
長
（
田
沢
佑
一
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
副
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 
 

議
長
に
九
番 

伊
藤
治
通
君
を
指
名
致
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
 

た
だ
今
指
名
致
し
ま
し
た
伊
藤
治
通
君
を
議
長
の
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に
御
異

議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
副
議
長
（
田
沢
佑
一
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
た
だ
今
指
名
致
し
ま
し
た
伊
藤
治
通
君
が
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。 

 

た
だ
今
当
選
さ
れ
ま
し
た
伊
藤
治
通
君
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
本
席
か
ら

議
長
選
挙
の
当
選
人
で
あ
る
旨
の
告
知
を
致
し
ま
す
。 

 
 

当
選
人
の
発
言
を
求
め
ま
す
。 

 

○
伊
藤
治
通
議
員 

九
番 

伊
藤
治
通
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

た
だ
今
、
皆
さ
ん
の
御
推
薦
に
よ
り
ま
し
て
、
こ
の
連
合
の
議
長
に
指
名
さ
れ
ま

し
た
。 

 
 

元
よ
り
微
力
で
ご
ざ
い
ま
す
。
松
木
前
議
長
の
後
を
や
る
こ
と
、
い
さ
さ
か
肩
の

荷
が
重
い
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
構
成
す
る
議
員
の
皆
さ
ん
の
御
協
力
を
得

て
、
職
責
を
全
う
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

以
上
で
御
挨
拶
と
致
し
ま
す
。 
 

〇
副
議
長
（
田
沢
佑
一
君
）
そ
れ
で
は
、
伊
藤
議
長
、
議
長
席
に
お
着
き
願
い
ま
す
。 

 

（
田
沢
佑
一
議
員
退
席
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
副
議
長
田
沢
佑
一
君
か
ら
、
副
議
長
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
て

お
り
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
 

こ
の
際
、
議
会
第
十
四
号
「
副
議
長
辞
職
に
つ
い
て
」
を
、
本
日
の
日
程
に
追
加

し
、
議
題
と
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
議
会
第
十
四
号
「
副
議
長
辞
職
に
つ
い
て
」
を
、
本
日
の
日
程
に
追
加

し
、
議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 

ま
ず
、
そ
の
辞
職
願
を
事
務
局
長
に
朗
読
い
た
さ
せ
ま
す
。 

 

〇
事
務
局
長
（
宮
澤
博
君
） 
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辞
職
願 

平
成
十
六
年
十
一
月
一
六
日 

 
 

長
野
広
域
連
合
議
会
議
長 

伊
藤
治
通
様 

 
 

長
野
広
域
連
合
議
会
副
議
長 

田
沢
佑
一 

 
 

こ
の
た
び
、
一
身
上
の
都
合
に
よ
り
副
議
長
を
辞
職
し
た
い
の
で
許
可
さ
れ
る
よ

う
、
長
野
広
域
連
合
議
会
会
議
規
則
第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
願
い
出
ま
す
。 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
お
諮
り
致
し
ま
す
。 

田
沢
佑
一
君
の
副
議
長
辞
職
願
を
許
可
す
る
こ
と
に
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
田
沢
佑
一
君
の
副
議
長
辞
職
願
を
許
可
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 

（
田
沢
佑
一
議
員
復
席
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
田
沢
佑
一
君
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
許

可
致
し
ま
す
。 

 

〇
田
沢
佑
一
議
員 

松
木
前
議
長
の
下
に
、
副
議
長
と
し
て
昨
年
十
一
月
か
ら
一
年
間

努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

た
い
へ
ん
ベ
テ
ラ
ン
の
松
木
議
長
の
下
で
、
大
過
な
く
一
年
過
ご
す
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。 

今
度
は
、
先
ほ
ど
福
祉
環
境
委
員
長
と
い
う
よ
う
な
立
場
で
で
す
ね
、
ま
た
一
議

員
と
し
て
関
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

ど
う
も
一
年
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
た
だ
今
、
副
議
長
が
欠
員
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
 

こ
の
際
、
議
会
第
十
五
号
「
副
議
長
選
挙
」
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
副
議
長

選
挙
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
議
会
第
十
五
号
「
副
議
長
選
挙
」
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
、
直
ち
に

選
挙
を
行
い
ま
す
。 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
 

副
議
長
選
挙
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
方
自
治
法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
名
推
選
の
方
法
を
と
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん

か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 
お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
指
名
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
議
長
に
お
い
て
、
指
名
す
る
こ
と
に
致
し
た
い
と
思

い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 
 

副
議
長
に
十
三
番 

植
木
新
一
君
を
指
名
致
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

 
 

た
だ
今
指
名
致
し
ま
し
た
植
木
新
一
君
を
副
議
長
の
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に 

御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、た
だ
今
指
名
致
し
ま
し
た
植
木
新
一
君
が
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。 

 

た
だ
今
当
選
さ
れ
ま
し
た
植
木
新
一
君
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
本
席
か
ら

副
議
長
選
挙
の
当
選
人
で
あ
る
旨
の
告
知
を
致
し
ま
す
。 

 

当
選
人
の
発
言
を
求
め
ま
す
。
十
三
番 

植
木
新
一
君 

 ○
植
木
新
一
議
員 

十
三
番 

植
木
新
一
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

た
だ
今
、
長
野
広
域
連
合
の
副
議
長
を
仰
せ
付
か
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
が
、
伊
藤

議
長
を
補
佐
し
、ス
ム
ー
ズ
な
議
事
運
営
を
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

皆
様
方
の
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
て
、
御
挨
拶
と
致
し
ま
す
。 

 
 〇

議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
定
例
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
案
件

の
審
議
は
全
て
終
了
致
し
ま
し
た
。 

次
に
、広
域
連
合
長
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、許
可
致
し
ま
す
。 

   

鷲
澤
正
一
広
域
連
合
長 

 

〇
広
域
連
合
長
（
鷲
澤
正
一
君
） 

十
一
月
長
野
広
域
連
合
議
会
定
例
会
の
閉
会
に
当
た
り
ま
し
て
、
御
礼
の
ご
あ
い

さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
日
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
原
案
ど
お
り
御
決
定
を
い
た
だ

き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

今
後
と
も
広
域
行
政
の
推
進
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
関
係
市
町
村
と
協
力
し
、
住

民
福
祉
の
向
上
に
努
め
て
参
り
ま
す
の
で
、
議
員
の
皆
様
方
の
御
支
援
、
御
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

今
年
も
残
す
と
こ
ろ
一
月
と
な
り
、
年
末
に
向
け
て
何
か
と
御
多
忙
の
こ
と
と
存

じ
ま
す
。 

ま
た
、
こ
れ
か
ら
一
段
と
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
時
期
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
健
康

に
は
十
分
に
御
留
意
さ
れ
ま
す
よ
う
御
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
閉
会
の
ご
あ
い
さ

つ
と
い
た
し
ま
す
。 

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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〇
議
長
（
伊
藤
治
通
君
）
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
長
野
広
域
連
合

議
会
定
例
会
を
閉
会
致
し
ま
す
。   

 
午
後
四
時
四
十
三
分 

閉
会 

 



 13 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
署
名
す
る
。 

 

平
成
十
六
年 

 

月 
 

日 
    

議 
 
 
 
 

長 
 
 

 
  

副 
 

議 
 

長 
 
 

 
  

署 
名 
議 

員 
 
 

 
  

署 

名 

議 

員 
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地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
署
名
す
る
。 

 

平
成
十
六
年 

 

月 
 

日 
     

議 
 
 
 
 

長 
 
 
 

伊 
 

藤 
 

治 
 

通 
 
 
 
 

松 
 

木 
 

茂 
 

盛 
  

副 
 

議 
 

長 
 
 
 

植 
 

木 
 

新 
 

一 
 
 
 
 

田 
 

沢 
 

佑 
 

一 
 

  

署 

名 
議 

員 
 
 
 

古 
 

谷 
 

秀 
 

夫 
  

署 

名 

議 

員 
 
 
 

近 
 

藤 
 

政 
 

雄 


